
 

江見線バス運行事業委託仕様書 

 本仕様書は、佐賀市から神埼市及びみやき町を経由して久留米市までを結ぶバス路線

（以下「江見線バス」という。）の運行事業委託（以下「本業務」という。）を実施するに

あたって、委託契約書に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本業務は、江見線バスの運行を通じて、地域住民の交通利便性の向上と公共交通

の持続可能な発展を図ることを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 本仕様書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

(1) 「委託者」：本業務を発注する神埼市をいう。 

(2) 「受託者」：本業務を受託し、運行を実施する事業者をいう。 

 

第２章 業務内容 

 （業務名、業務期間及び業務範囲等） 

第３条 本業務の業務名、業務期間及び業務範囲等は、次のとおりとする。 

業務名  江見線バス運行事業委託 

業務期間 契約締結の日～令和１４年３月３１日 

運行期間 令和８年１０月１日～令和１３年９月３０日 

総実車運行距離 ５１５，０７９.４km（回送距離を除く） 

業務範囲 

(1)江見線バスの運行に関する一切の業務 

(2)運行車両の管理・整備 

(3)運転士の採用・育成・管理 

(4)運行スケジュールの作成及び調整 

(5)乗客対応 

(6)運賃の徴収及び管理 

(7)定期券の販売及び管理 

(8)利用促進活動（広報・イベント等）の企画・実施 



 

(9)国・県への補助金・交付金申請等手続き 

(10)運行状況の記録・報告 

(11)事故・トラブル時の対応 

(12)乗客からの苦情・問い合わせ対応 

(13)安全運行に関する教育・研修 

(14)バス停留所等の維持管理（施設管理、掲示物貼替等） 

(15)その他、委託者が必要と認める業務 

２ 業務期間及び業務範囲等については、委託者及び受託者による協議のもと内容の見直

しを行うことができる。 

３ 運賃の徴収及び定期券の販売は、契約後に設定される「協議運賃」に基づき実施する

こと。 

４ 各会計年度に所属する会計期間及び運行期間は、次の表のとおりとする。 

 
 

（運行実施に係る手続き） 

第４条 受託者は法令に基づく、江見線バスの運行を実施するために必要な手続きすべて

について、遅滞なく確実に行わなければならない。 

 

 （運行の実施） 

第５条 委託者及び受託者の協議に基づき、受託者は「江見線バス運行事業計画（様式第 

１号）」別紙「江見線バス路線図」及び「江見線バス通過時刻表」のとおり江見線バスを

運行しなければならない。 

２ 前項の「運行事業計画」の内容に、変更の必要が生じたときは、委託者及び受託者が

協議のうえ決定するものとする。 

 

 

 

会計年度 会計期間 運行期間
令和７年度 契約締結日から令和８年３月３１日 -
令和８年度 令和８年４月１日から令和９年３月３１日 令和８年１０月１日から令和９年３月３１日
令和９年度 令和９年４月１日から令和１０年３月３１日 令和９年４月１日から令和１０年３月３１日
令和１０年度 令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日 令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日
令和１１年度 令和１１年４月１日から令和１２年３月３１日 令和１１年４月１日から令和１２年３月３１日
令和１２年度 令和１２年４月１日から令和１３年３月３１日 令和１２年４月１日から令和１３年３月３１日
令和１３年度 令和１３年４月１日から令和１４年３月３１日 令和１３年４月１日から令和１３年９月３０日



 

第３章 運行管理及び安全確保 

（安全運転の徹底） 

第６条 受託者は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）その他関係法令を遵守し、

安全第一の原則に基づき運行を行わなければならない。 

 

（運行管理体制） 

第７条 受託者は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第２３条に基づき運行管理

者を配置し、運行管理者に日常的な運行状況の監督・指導、安全点検の実施、緊急時対応

等を適切に行わせなければならない。 

 

第４章 運転士及び車両の管理 

（運転士の資格及び管理） 

第８条 受託者は、本業務におけるバス車両の運転を、大型二種免許取得後一定期間以上

の実務経験を有し、安全運転教育を修了した者（以下、「運転士」という。）に担わせな

ければならない。 

２ 受託者は、運転士に対し定期的な安全研修や接遇研修を実施し、サービス向上と安全

意識の向上を図らなければならない。 

    

 （労働時間及び休息時間の管理） 

第９条 受託者は運転士の拘束時間、運転時間、休息時間について、厚生労働省の定める

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に従い、適正に管理しなければならな

い。 

 

（車両管理） 

第１０条 受託者は江見線バスの運行に使用する車両について、運行開始時から当面の

間、委託者から貸与されたものを使用することとし、貸与車両を変更する場合又は運行を

終了する場合は、速やかに委託者に返却しなければならない。 

２ 前項の定めによる取扱いを変更する場合は、委託者及び受託者が協議のうえ、別にそ

の取扱いを決定するものとする。 

 

 



 

３ 委託者から貸与される車両の仕様については、別紙「江見線バス事業使用車両仕様

書」のとおりとする。なお、貸与車両の変更を行う場合、委託者は速やかに仕様書の変更

を行うものとする。 

４ 受託者は江見線バスの運行に使用する車両について、道路運送車両法（昭和２６年法

律第１８５号）第５０条に基づき整備管理者を配置し、法令に基づく点検及び整備を行

い、安全性・快適性を確保しなければならない。 

５ 受託者は、運行に使用するすべての車両について自動車損害賠償責任保険及び自動車

任意保険に加入しなければならない。 

 

第５章 運行費用及び報告 

（運行費用） 

第１１条  本業務に係る費用は、次のとおりとする。 

(1)運行費（実車運行及び回送運行にかかる費用を含む） 

①人件費    運転士の人件費、法定福利費、福利厚生費 

総運行日数（平日1,204日、土曜日248日、日曜日・祝日374日） 

②燃料油脂費   

③修繕費     

④保険料    自賠責保険料（乗合自動車(営業用)を適用）、任意保険料 

⑤施設賦課費  車検費用、法定点検費用等 

⑥諸税     自動車税、自動車重量税 

⑦その他経費  車両の清掃用具消耗品、水道光熱費等 

(2)一般管理費  
①人件費    旅客自動車運送事業に専従の運行管理者、整備管理者並びに事務員     
        の人件費、法定福利費、福利厚生費 
②事務費    通信費、事務用品等一式 

③その他経費  営業外費用等 

 

 

 

 

 



 

２ 本業務の実施により発生する収入は、委託者に帰属するものとし、その内容は次のと

おりとする。 

(1) 運賃収入 

(2) 補助金及び交付金 

(3) その他発生した収入 

 

（報告義務及び履行の確認） 

第１２条 受託者は、江見線バスの運賃収入、定期券販売収入、補助金収入、その他収

入、日報を記録し、毎月、江見線バス状況報告書（様式２号）を作成し、翌月の１０日ま

でに委託者に提出すること。 

２ 受託者は、各運行期間が終了した際は、書面により遅滞なく当該運行期間内に履行し

た業務履行の確認を委託者に求めなければならない。 

３ 委託者は、前項の規定による確認を求められたときは、その日から起算して10日以内

に確認のための検査を完了しなければならない。 

 

 （収入の引き渡し） 

第１３条 受託者は契約最終年度以外の各会計期間が終了した際は、３０日以内に当該会

計期間内において発生した収入を、委託者に引き渡さなければならない。 

２ 受託者は契約最終年度(令和１３年度)において、当該会計期間内において発生した収

入のうち「補助金及び交付金」については、当該会計期間が終了する日までに、それ以外

については令和１３年１０月３０日までに委託者に引き渡さなければならない。 

３ 本業務により発生する収入のうち、「補助金及び交付金」についてはその交付主体が

発出する「額の確定」の通知をもってその収入が発生したものとみなす。 

 

（見積価格及び委託料） 

第１４条 本業務の見積価格及び委託料については、第１１条第１項に示す費用を含むす

べての業務期間における必要経費を積算し算出する。 

２ 本業務の実施に係る当初の見積価格及び委託料は、経年により生じる賃金物価等の上

昇及び下降について考慮せず算出する。 

３ 契約の締結後、委託者及び受託者は日本国内における賃金水準又は物価水準の変動に

より、委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の変更を請求する



 

ことができる。 

４ 受託者は、原則として各年度の運行期間終了時に、履行の確認に基づき精算された当

該会計期間に係る委託料について、委託者に請求する。 

 

（その他付随する業務等の費用負担） 

第１５条 次に掲げる事項において発生する費用は、委託者の負担とする。 

(1)道路使用許可申請 

(2)道路占用許可申請 

(3)音声合成データ作成 

(4)LED方向幕データ作成 

(5)運賃表示器データ作成 

(6)佐賀駅バスセンター使用料 

(7)西鉄久留米バスセンター使用料 

(8)JR久留米使用料 

(9)待機場使用料 

(10)バスロケーションシステム使用料 

２ 前号に掲げる事項のほか、本業務の実施に付随する費用の負担については、委託者と

受託者が協議して決定するものとする。 

 

第６章 その他 

（緊急時の対応） 

第１６条 受託者は、緊急時等の連絡体制及び処理体制を明確にし、次の各号に該当する

事態が発生した際は、直ちに委託者に連絡するとともに、適切な処置を行い、その結果を

委託者に報告しなければならない。 

(１) 天災、交通事故、その他やむを得ない理由により、運行に支障が生じたとき又は生 

じるおそれがあるとき。  

(２) 利用者等が交通事故等により生命及び身体を害したとき。  

(３) 運行に関し利用者等から苦情があったとき。 

 

 

 



 

（関係法令の順守） 

第１７条 受託者は、本業務の実施にあたり、道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）、道路運送車両法（昭和２６年法律第１

８５号）のほか、関係法令及び通知等を遵守し、安全、円滑な運行に努めなければならな

い。 

 

（疑義事項等） 

第１８条 本仕様書に定めのない事項が生じたとき、又は本仕様書の条項の解釈について

疑義が生じたときは、委託者・受託者協議して定めるものとする。 

 


